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ウ　負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発

生する可能性等を段階的に分岐していく

ことによりリスクを見積もる方法

(2) 事業者は、(1) の見積りに当たり、次に

掲げる事項に留意するものとする。

ア　予想される負傷又は疾病の対象者及び

内容を明確に予測すること。

イ　過去に実際に発生した負傷又は疾病の

重篤度ではなく、最悪の状況を想定した

最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積

もること。

ウ　負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病

等の種類にかかわらず、共通の尺度を使

うことが望ましいことから、基本的に、

負傷又は疾病による休業日数等を尺度と

して使用すること。

エ　有害性が立証されていない場合でも、

一定の根拠がある場合は、その根拠に基

づき、有害性が存在すると仮定して見積

もるよう努めること。

(3) 事業者は、(1) の見積りを、事業場の機

械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる

負傷又は疾病の類型ごとに行うものとす

る。

算等 ) してリスクを見積もる方法である

こと。（別添４の例２に記載例を示す。）

キ　指針の９(1) ウで定める手法は、負傷

又は疾病の重篤度、危険性へのばく露の

頻度、回避可能性等をステップごとに分

岐していくことにより、リスクを見積も

る方法(リスクグラフ)であること。（別

添４の例３に記載例を示す。）

(2) 指針の９(2) の事項については、次に掲

げる事項に留意すること。

ア　指針の９(2) ア及びイの重篤度の予測

に当たっては、抽象的な検討ではなく、

極力、どのような負傷や疾病がどの作業

者に発生するのかを具体的に予測した上

で、その重篤度を見積もること。また、

直接作業を行う者のみならず、作業の工

程上その作業場所の周辺にいる作業者等

も検討の対象に含むこと。

イ　指針の９(2) ウの「休業日数等」の「等」

には、後遺障害の等級や死亡が含まれる

こと。

ウ　指針の９(2) エは、疾病の重篤度の見

積りに当たっては、いわゆる予防原則に

則り、有害性が立証されておらず、MSDS

等が添付されていない化学物質等を使用

する場合にあっては、関連する情報を供

給者や専門機関等に求め、その結果、一

定の有害性が指摘されている場合は、入

手した情報に基づき、有害性を推定する

ことが望ましいことを規定したものであ

ること。

(3) 指針の９(3) 前段の事項については、次

に掲げる事項に留意すること。
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ア　はさまれ、墜落等の物理的な作用によ

るもの

イ　爆発、火災等の化学物質の物理的効果

によるもの

ア　指針の９(3) 前段アの「はさまれ、墜

落等の物理的な作用」による危険性によ

る負傷又は疾病の重篤度又はそれらが発

生する可能性の度合の見積りに当たって

は、必要に応じ、以下の事項に留意する

こと。

　なお、行動災害の見積りに当たっては、

災害事例を参考にしつつ、具体的な負傷

又は疾病を予測すること。

　（ｱ）加害物の高さ、重さ、速度、電圧等

　（ｲ）危険性へのばく露の頻度等

　危険区域への接近の必要性・頻度、

危険区域内での経過時間、接近の性質

（作業内容）等

　（ｳ）機械設備等で発生する事故、土砂崩

れ等の危険事象の発生確率

　機械設備等の信頼性又は故障歴等の

統計データのほか、地山の土質や角度

等から経験的に求められるもの

　（ｴ）危険回避の可能性

　加害物のスピード、異常事態の認識

しやすさ、危険場所からの脱出しやす

さ又は労働者の技量等を考慮するこ

と。

　（ｵ）環境要因

　天候や路面状態等作業に影響を与え

る環境要因を考慮すること。

イ　指針の９(3) 前段イの「爆発、火災等

の化学物質の物理的効果」による負傷の

重篤度又はそれらが発生する可能性の度

合の見積りに当たっては、必要に応じ、

以下の事項に留意すること。

　（ｱ）反応、分解、発火、爆発、火災等の

起こしやすさに関する化学物質の特性

（感度）

　（ｲ）爆発を起こした場合のエネルギーの

発生挙動に関する化学物質の特性（威

力）
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ウ　中毒等の化学物質等の有害性によるも

の

エ　振動障害等の物理因子の有害性による

もの

　また、その際、次に掲げる事項を考慮

すること。

　（ｳ）タンク等に保管されている化学物質

の保管量等

ウ　指針の９(3) 前段ウの「中毒等の化学

物質等の有害性」による疾病の重篤度又

はそれらが発生する可能性の度合の見積

りに当たっては、必要に応じ、以下の事

項に留意すること。

　（ｱ）有害物質等の取扱量、濃度、接触の

頻度等

　有害物質等には、化学物質、石綿等

による粉じんが含まれること。

　（ｲ）有害物質等への労働者のばく露量と

ばく露限界等との比較

　ばく露限界は、日本産業衛生学　　

会や ACGIH（米国産業衛生専門家会議）

の許容濃度等があり、また、管理濃度

が参考となること。

　（ｳ）侵入経路等

エ　指針の９(3) 前段エの「振動障害等の

物理 因子の有害性」による疾病の重篤

度又はそれらが発生する可能性の度合の

見積りに当たっては、必要に応じ、以下

の事項に留意すること。

　（ｱ）物理因子の有害性等

　電離放射線の線源等、振動の振動加

速度等、騒音の騒音レベル等、紫外線

等の有害光線の波長等、気圧、水圧、

高温、低温等

　（ｲ）物理因子のばく露量及びばく露限度

等との比較

　法令、通達のほか、JIS、日本産業

衛生学会等の基準等があること。

オ　負傷又は疾病の重篤度や発生可能性の

見積りにおいては、生理学的要因（単調

連続作業等による集中力の欠如、深夜労

働による影響等）にも配慮すること。

(4) 指針の９(3) 後段の安全機能等に関する

考慮については、次に掲げる事項に留意す
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ア　安全装置の設置、立入禁止措置その

他の労働災害防止のための機能又は方策

（以下「安全機能等」という。）の信頼性

及び維持能力

イ　安全機能等を無効化する又は無視する

可能性

ウ　作業手順の逸脱、操作ミスその他の予

見可能な意図的・非意図的な誤使用又は

危険行動の可能性

ること。

ア　指針の９(3) 後段アの「安全機能等の

信頼性及び維持能力」に関して考慮すべ

き事項には、必要に応じ、以下の事項が

含まれること。

　（ｱ）安全装置等の機能の故障頻度・故障

対策、メンテナンス状況、使用者の訓

練状況等

　（ｲ）立入禁止措置等の管理的方策の周知

状況、柵等のメンテナンス状況

イ　指針の９(3) 後段イの「安全機能等を

無効化する又は無視する可能性」に関し

て考慮すべき事項には、必要に応じ、以

下の事項が含まれること。

　（ｱ）生産性の低下等、労働災害防止のた

めの機能・方策を無効化させる動機

　（ｲ）スイッチの誤作動防止のための保護

錠が設けられていない等、労働災害防

止のための機能・方策の無効化しやすさ

ウ　指針の９(3) 後段ウの作業手順の逸脱

等の予見可能な「意図的」な誤使用又は

危険行動の可能性に関して考慮すべき事

項には、必要に応じ、以下の事項が含ま

れること。

　（ｱ）作業手順等の周知状況

　（ｲ）近道行動（最小抵抗経路行動）

　（ｳ）監視の有無等の意図的な誤使用等の

しやすさ

　（ｴ）作業者の資格・教育等

エ　指針の９(3) 後段のウの操作ミス等の

予見可能な「非意図的」な誤使用の可能

性に関して考慮すべき事項には、必要に

応じ、以下の事項が含まれること。

　（ｱ）ボタンの配置、ハンドルの操作方向

のばらつき等の人間工学的な誤使用等

の誘発しやすさ

　（ｲ）作業者の資格・教育等


